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　労働者が職場における不当な処遇や差別を感

じ、裁判で争いたいと考え、それを支える法律論

と証拠資料を確保できたとしても、直ちに裁判を

提起できるわけではない。訴訟費用の問題は別に

しても、裁判提起により会社側と決定的な対立状

況に入るから、諸事情のために裁判提起を諦
あきら

める

例は多い。それを克服した上での裁判提起である

から、労働者勝訴が多いのはいわば当然である。

それは原告と弁護団の努力の賜物としての勝利で

あるが、法律論の構築という形で研究者も関わっ

ている。

　労働法学界の水準から見てほぼ妥当と評価され

る判決も多いが、逆に、学界の多数説、有力説と

かけ離れた判決も少なくないのが労働裁判の一つ

の特徴である。本稿ではこの相反する傾向の判決

を紹介し、労働組合の課題について問題提起を試

みたい。

  １ ．妥当と評価し得る判決群

　性や思想を理由とする差別、超勤手当て不払

い、労働災害・過労死（自殺）等の問題について

は労働法理論上も妥当と考え得る労働者勝訴の判

決が多い。明確な法規の条文が存在しているから

法解釈論として特に困難な問題はなく、適切に立

証さえなされれば、当然のことといえる（1）。加え

て、最近、もっぱら解釈論上の課題となっていた

ことだが、原審判決を破棄し、労働組合法上の

「労働者」性を認めた最高裁の３つの判決が出さ

れた。

（ １）　労働組合法上の「労働者」性

　この問題については INAXメンテナンス事件

および新国立劇場事件・最高裁平成23（2011）年

４月12日判決、ビクターエンジニアリング事件・

最高裁平成24（2012）年２月21日判決がある。

　（ａ）　INAX事件は、水周りの家庭備品の故障

修理を業とする INAXが、注文を受けると委託

契約を結んでいるカスタマエンジニア（CE）に

指示し、実際の修理業務をさせていた、そのCE

が結成した団体が申込んだ団体交渉を、INAXは

CEは労働者ではなく団体は労働組合ではないか

ら応じる義務はないといって拒否したため、CE

の労働者性が争われた。

　東京高裁は「法的な使用従属関係」がないこと
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を理由に労働者性を否定したが（2）、最高裁は、①

CEは INAXの「事業の遂行に不可欠な労働力…

の恒常的な確保のため…組織に組み入れられてい

た ｣、② INAXが「契約内容を一方的に決定して

いた」、③報酬は労務の提供に対する対価であっ

た、④CEは INAXによる「修理補修等の依頼

に応ずべき関係」にあり、⑤業務遂行の方法は

INAXが指揮し、「その指揮監督の下に労務の提

供を行っており…業務について場所的にも時間的

にも一定の拘束を受けていた ｣等の事実を総合考

慮し、「CEは INAXとの関係において労働組合

法上の労働者に当たる」と判示した。東京高裁が

CEは独自に営業活動を行って収益を上げること

を認められていたから事業者であると判断したこ

とを「例外的な事象を重視することは相当とはい

えない」と批判している（3）。

　ビクター事件もほぼ同様である（4）。

　オペラ歌手は新国立劇場運営財団と出演基本契

約を締結した上で個別公演毎に契約を結んで初め

て出演が確定し、そのための稽
けい

古
こ

を経て本番出演

という運びになり、報酬も得られる。東京高裁

は、基本契約を結んでいても個別出演契約の辞退

は自由であるとする「契約の定め方や実態等に照

らすと…契約メンバーは最終的に諾否の自由を有

していた ｣と判断した（5）。これに対し最高裁は、

INAX事件と同じ判断枠組みをとり、事実に基づ

いて本件オペラ歌手は労組法上の労働者である、

と判示した（6）。

　（ｂ）　最高裁判決の意義は、労働法（理論）の

特徴を理解せず、契約の形式や文言に重きを置

き、実態を法的に分析することを怠った東京高裁

の形式的解釈論を破棄し、労働の実態を基礎に労

働者性を理解すべきだとする基本姿勢を説き、示

したことである（7）。

（ ２）　労基法上の労働者性についての示唆

　同じ歌手の労基法上の労働者性が争われた新国

立劇場（契約更新拒否）事件で東京高裁は、歌手

の公演出演の仕組みに関わる事実を羅列するだけ

で、その法的意味を慎重に吟味はせず、契約上は

辞退自由だが大半の者が全公演に出演したことも

「事実上のもの」として済ませた（8）。最高裁は今

回、劇団は出演予定が記入された年度の公演一覧

を示し、可能な限り調整してすべての公演への出

演を要望しており、契約メンバーは「公演の実施

に不可欠な歌唱労働者として被上告財団の組織に

組み入れられていた」と指摘した後、出演辞退は

出産や他の公演への出演等を理由とする僅
わず

かな例

しかなく、「当事者の認識や契約の実際の運用に

おいては、契約メンバーは、基本的に被上告財団

からの個別公演出演の申込みに応ずべき関係に

あった」と判示している（9）。今回の判決は実質的に

は、労働者保護法上の労働者性を認定するに充分

な要件を充たしていたことをも示唆している（10）。

  ２ ．妥当と評価し得ない判決群

　教職員超勤手当て、派遣切り、JAL整理解雇

についての判決群を紹介し検討しよう。

（ １）　公立学校教員の超勤手当て

　ここ40年余、教員には基本給に４％の教職調整

額が上積みされる一方で、教育職員給与特例法

（給特法）の解釈・運用として超勤に対しては手

当てがまったく支払われていない。給特法は、①
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教員には原則として超勤は命じない、②超勤を命

じるのは教職員会議、児童生徒の非行防止に関わ

る指導など４項目に限定する、③超勤手当ては支

払わないと定めている。したがって、教職員には

労働基準法が適用されるのだから、その限定され

た４項目以外のことについて超勤した場合には手

当てが支払われると考えるのが筋である。ところ

が、裁判所は、超勤命令が「当該教員の自由意志

を極めて強く拘束するような形態でなされ、しか

もそのような勤務が常態化しているなど」、放置

することが給特法の趣旨に反する場合にかぎり、

超勤手当てが支払われるとする「調整」推定論

（松蔭高校事件・名古屋地判昭63.1.29労働判例512

号ほか）を採用している。なぜ、手当てが支払わ

れる場合がそれほど限定的なのか、「調整」推定

論には根拠がない。数年前までそれを争う裁判が

続いたが、京都市高教組事件について平成23

（2011）年７月12日に最高裁判決で敗訴が確定し

た後、訴訟提起の動きもないようである。

　給特法の解釈とは別に、教員はそもそも「労

働」をしていないのだから手当が支払われること

はないとする下級審判決もあった。例えば、愛知

県大
おお

府
ぶ

市事件において名古屋高裁は、①高校入試

に必要な調書や願書等を作成をする教員に学校長

職印（公印）を渡したのは自発的、自主的に作業

していることへの「激励というべき」であり、②

テスト用紙の作成・採点は「試験の日程に合わせ

て、当該時期に自主的な判断で」行なったものと

いい、北海道教組事件で札幌高裁は、③「校長が

教育職員にひたすらお願いして…引き受けてもら

うことがあるが…教育職員がプロフェッションの

一員であるとの自覚のもとにやむを得ず引き受け

た」として、いずれも上司の指示に従ってやった

ことではなく、自主的にやったことだから「労

働」ではない、と判示している（11）。

　校長のそれらの言動については、社会常識的に

は、①進学関連業務は生徒の進路に関する重要な

事務であり遅滞や過誤は許されないから、「学校

長職印を預」けることは、「あとは任せるから、

間違いなくやりなさい」という指示であり、②試

験日程が公表されれば、個々の教師はテスト用紙

の作成・実施・採点を「日程に合わせ」ることも

指示されている、と理解される。入学願書の作成

が期限に間に合わず、生徒が受験できなかったと

か、テスト用紙の作成が期日に間に合わないで試

験が実施できなかったとすれば、教師は責任を問

われないでは済まされまい。③「やむを得ず引き

受け」なければならないような校長の「ひたす

ら」な「お願い」は、表現がどうであれ、法的に

は「指示」の性格を持たざるを得ない（12）。それが

「労働」ではないという判断は常識外れも甚だし

い。

（ ２）　派遣切り

　派遣切り裁判の多くは、偽装請負（労働者供給

事業）や派遣対象業務以外の業務についての派

遣、期限を超えた派遣などの違法派遣で就労して

きた労働者が、合法的な根拠なく指揮命令をして

就労させてきたユーザーを相手取って、事実上の

使用従属関係の存在を根拠に黙示の労働契約が成

立していると主張して、従業員としての地位確認

を求める事案である。

（ｱ）　直接雇用の原則と黙示の労働契約論

　（ａ）　職業安定法44条は、戦前の人出し稼業へ

の反省と「労働は商品ではない」（労働を売買や

賃貸借の対象としてはならない）と謳
うた

う ILO（国

際労働機関）フィラデルフィア宣言を踏まえ、労

働者供給だけでなく供給を受けた労働者を企業が
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使用することをも禁止している。それは、企業は

労働者を指揮命令して就労させようとする場合に

は、労働契約を締結し、労務指揮権を自ら手にす

べきである、ということと表裏一体の関係にあ

る。つまり、職安法44条の法的理念は直接雇用の

原則である（13）。

　労働者派遣法は、違法な労働者供給事業の一部

を「派遣」という概念で括って合法化した。その

経緯からも明らかなように労働者供給と派遣は同

じ枠組みであるから、派遣法の規制を免れるため

に請負を装う偽装請負は労働者供給事業であると

同時に違法派遣である。

　（ｂ）　労働者を指揮命令して自己のために就労

させているという事実関係があった場合、法的に

は直接雇用の原則に照らし、黙示の労働契約が結

ばれていたという解釈が導かれる。安田病院事件

において大阪高裁は、労働契約の本質は「使用者

が労働者を指揮命令し、監督することにある」か

ら、実態として「事実上の使用従属関係があ」

り、「両者間に客観的に推認される黙示の意思の

合致がある」場合には労働契約の存在が認められ

得る、と判示している（14）。その解釈によれば、事

実上の指揮命令関係が存在する場合、黙示の労働

契約の存在が推定され、認定されるのが筋だ、と

いうことになる。

　（ｲ）　最近の判例の状況

　裁判所は、従来から、黙示の労働契約の存在を

認める要件として、①支配従属的な労働関係と②

ユーザーによる、それに対する賃金の決定ないし

支払い関係という２つの事実を重視しつつ、①は

事実問題として明瞭で否定し得べくもないから認

めるが、逆に②は現実に殆
ほと

んど存在しないから、

結局は請求を棄却する、という態度であった（15）。

　松下 PDP（プラズマディスプレイ）事件・最

高裁判決（16）が派遣切りを容認する姿勢を示して

以降、下級審ではそれに追随するだけで、思考停

止と理論的頽
たい

廃
はい

に陥ったと評すべき判決が相次い

でいる。

　（ａ）　裁判では事件に関わる事実を正確に把握

することが前提であるが、事実を把握していない

のか、何を法的に意味のある事実として認識した

のか、見識を疑わざるを得ない粗雑な判示があ

る。たとえば、NTT（多重請負）事件で京都地

裁は、NTTが「原告の業務態度等について何ら

指摘したことはなく、原告に対する懲戒権等を有

していたという事情も窺
うかが

えない」から使用従属関

係はなかった、と認定した（17）。だが、それは就労

中に不審な行為や非違行為がなく業務態度等につ

いて「指摘」する必要がなかっただけのことで

あって、使用従属関係がなかったとの判断を導く

ものではない。　

　（ｂ）　「本件全証拠を総合しても…黙示の労働

契約が成立するといえる事情は、いまだ認めるに

足りない ｣というだけで、認定した事実と法的判

断を繋ぐ論証（判決理由）がまったくない判決も

ある（18）。

　（ｃ）　労働法理論についての基礎的素養に欠け

る判決もある。NTT（多重請負）事件において

大阪高裁は、「作業上の指揮命令を行っていた ｣

と認めながら、「ＸとNTTの間に事実上の使用

従属関係…があったとは認められない」という（19）。

労働契約が結ばれていないにもかかわらず、資本

や取引関係その他の力関係などを背景に、「作業

上の指揮命令」をして就労させているという現実

を「事実上の使用従属関係」というのであるか

ら、「作業上の指揮命令」はあったが「事実上の

使用従属関係」は認められない、といった事実認

定は本来あり得ない。

　また、NTT西日本AP（アセット・プランニ
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ング）事件において大阪地裁は、「派遣先が実質

的に派遣労働者の採用、賃金額その他の労働条件

を決定し…派遣先の正社員と区別し難い状況と

なっており、派遣先が派遣労働者に対し、労務給

付請求権を有し、賃金を支払っている等…事実上

の使用従属関係にあると認められるような特段の

事情」がある場合には黙示の労働契約関係の存在

が認められる、という（20）。だが、「派遣先が実質

的に…採用、賃金額その他の労働条件を決定し」

ていれば、それだけで黙示の労働契約の成立が認

められるのではないか。また、「労務給付請求権」

は労働契約を結んで初めて使用者が手にする、労

働者に対し一定の労務を遂行することを求め得る

権利である。労働契約を結べば当然に法的にも事

実上も使用従属関係が生れるが、逆に、予め「労

務給付請求権を有」することが事実上の使用従属

関係の存在を認定する要素となるという関係では

ない（21）。そもそも、ユーザーが「労務給付請求権

を有」するような労働契約を結んでいるならば、

労働者があらためて当該ユーザーを相手どって労

働契約関係存在確認の訴えを提起する必要もない

ではないか。

　（ｄ）　裁判の提起それ自体を阻む「理論」まで

現れた。日本化薬事件で神戸地裁姫路支部は、原

告が被告に直接雇用を申込んだことは「内容的

に、自らが被告でなくＴ（注－派遣業者）に雇用

されていることを前提とする行為」であるから、

被告との間に労働契約関係の存在を認め得ない、

と判示した（22）。そのような論法が成り立つなら

ば、現在の法形式上の使用者は偽装であるとし

て、真実の使用者と考えるものを相手方とする労

働契約関係存在確認の裁判を提起することは一切

できないことになる。

　（ｳ）　小括

　トムソン事件において大阪高裁は、派遣法は行

政的取締り法規であり、保護する対象は「基本的

に派遣労働に関する雇用秩序」であり、労働者で

はない、と言い切った（23）。派遣労働者の雇用の安

定が一つのキーワードとされた派遣法の国会審議

に無知な上、思想信条・組合活動を理由とする派

遣契約解除の禁止（27条）、派遣先との労働契約

締結妨害の禁止（33条）、派遣先に対する直用申

込みの義務付け（50条の３～５）等の規定が存在

し、いずれも派遣労働者の保護を図っている事実

をも無視している。派遣切り裁判では、総じて、

裁判所が自らの使命に背き、責務を放棄すること

になる理不尽な判決が相次いでいる。

（ ３）　JALの整理解雇

　経営破
は

綻
たん

した JALの更生を図る過程において、

管財人は希望退職募集を繰返したものの人員削減

の予定数に達しないとしてパイロットと客室乗務

員計165人を整理解雇した。その無効を訴えた裁

判において、東京地裁はパイロットについて３月

29日（渡邊判決）、客室乗務員について30日（白

石判決）、いずれも整理解雇を合法と判示した。

　会社更生のため財務健全化の一環として事業を

縮小し、それによって余剰となる人員を削減する

という筋書きであったから、既に希望退職の募集

数以上の応募により全体としては人員削減目標を

達成し、計画以上の大幅な利益が出ている状況で

解雇の必要性はないはずであった。にもかかわら

ず行なわれた解雇であったから、特に解雇の必要

性に関わる判断が注目されたが、２判決は『更生

計画』に過剰反応し、解雇やむなしという結論を

導く強引な論理ばかりが目につく。

　（ｱ）　稲盛会長の発言・証言の評価
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　稲盛会長は、営業利益が上がり経理上は解雇し

なくても済むが、5200億円もの債務免除をしても

らった債権者や裁判所に『更生計画』でした約束

を反
ほ

故
ご

にはできないから解雇もやむを得なかった

と証言した。経営の最高責任者が経理上しなくて

も済むと認めた整理解雇を合法とした例は聞いた

ことがない。『更生計画』は全体を３万2600人に

削減すると書いているだけで、しかも既にその数

より少なくなっているにもかかわらず、さらに解

雇する必要があるのか。パイロット、客室乗務員

が予定数よりも若干多いことがどのような意味で

経営を圧迫するのか、そもそもその「予定数」が

適切なのか、充分な吟味が不可欠である。　

　さらに重要な問題として、経営上の利益や必要

性と労働者の権利が衝突した場合に、前者を優先

するのではなく、裁判所としてはそのバランスを

とる必要がある。だが裁判所は、稲盛発言を「苦

渋の決断」と評価し（24）、債権者や更生裁判所への

義理のために憲法が保障する労働者の労働権、生

存権を簡単に反故にしている。

　（ｲ）　解雇の必要性についてのJALの主張の検討

　JALは解雇の理由として、①イベントリスク

の存在、②リスク耐性の強化を主張した。

　①は、航空産業は需要の変動可能性が高いだけ

でなく、イベントリスク（燃料費高騰、金融危

機、テロ等による突発的な収益悪化要因）によっ

て一気に1000億円程度の減益となる特性があり、

財務状況が悪化する危険性があるから、若干の営

業利益が上がっているからといって必要数を上回

る人員は継続して雇用できない、というものであ

る。

　白石判決は JALの主張をそのまま認めるが（25）、

『更生計画』は「予期せぬイベントリスクに即応

できる強固な経営体質を構築する」というに過ぎ

ない。イベントリスクはどのような産業にも存在

するから、イベントリスクそのものが整理解雇の

必要性の根拠と認められるならば、どの企業で

も、いつでも、どんな規模の整理解雇でも合法と

されかねない。すべての労働者に影響が及ぶ、危

険極まりない議論である。

　②について白石判決は、「リスク耐性の強化は

…事業規模縮小の効果によって達成されたもので

…リスク耐性が強化されたから人員削減の必要性

がないというのは、本末転倒の議論」である、

「計画の主眼は、飽くまで事業規模の縮小による

経営体制の維持、強化」であって、コスト削減に

よる利益確保ではないと判示する（26）。

　だが原告は、事業規模縮小に応じた人員削減は

不必要であったとまで主張したわけではなく、希

望退職によって既に人員削減が実現し、計画を上

回り、740億円もの固定費が削減されている以上、

整理解雇の必要はないと主張している。「基本コ

ンセプト」である「余剰人員を抱えない体制」の

構築は人件費の削減（による利益確保）を目指す

もので、既にそれが実現していることは、「究極

の目的」とされる「航空事業の持続と安定」のた

めの「経営体制の維持、強化」に向かっているこ

とを示している。JALが全体としては余剰人員

を抱えないリスク耐性を備えた経営体になり、固

定費削減により恒常的営業利益が見込まれる状況

になった以上、解雇の必要性はなくなったと解さ

れないのか。

　原告が本件解雇による人件費削減効果は営業利

益の下振れリスクの僅か２％しかないと主張する

と、白石判決は「人件費削減効果の多寡は、直ち

に人員削減の必要性の有無に影響しない」と切り

返す（27）。だが、人員削減は人件費削減のために実

行したはずで、白石判決は人件費削減効果が僅か

でも160人程度なら解雇しても良いという暴論に
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他ならない。

　（ｳ）　管財人の裁量権限の幅

　本件解雇後、JALは2011年３月に生活調整手

当を、夏、冬にはボーナスを、計3.65 ヵ月分プラ

ス２万円支給した。総額約100億円を要した。白

石判決は、それは「再生企業の存続の観点から…

新人事制度の導入によって収入が減少する従業員

に対する士気向上策」として「会社の運営に必要

な運転資金」の運用と認め得る、という（28）。解雇

された165人の賃金は年間14.7億円（営業利益

1800億円の１％未満）であり、同じ論理で165人

を解雇しないという経営判断もあり得た。それど

ころか、職場に戻れば165人は、パイロットなり

客室乗務員として働いて、JALの経営に貢献す

るのであり、「士気向上」への期待といった漠然

たるものとは比ぶべくもない。解雇の必要性は否

定されるべきであった。

　（ｴ）　小括

　2010年末の解雇後、JALの将来に不安を憶
おぼ

え

てのことか、退職者が１年間で既にパイロットで

55人、客室乗務員で500人を超えた。人員確保の

計画を下回ったため、JALは200人の客室乗務員

を新規採用した。解雇に近接した時間のことであ

るから、本来、解雇の時点で解雇しないで人員を

確保することができる、むしろそうすることが不

可欠であるとの見通しを経営者は持つべきであっ

た。本件判決の時点では明らかにパイロット、客

室乗務員不足になっていたから、客観的に解雇の

必要性はなかったとの判断が求められていた、と

いうべきであろう。

  ３ ．相反する裁判を生んだもの－試論

（ １）　相反する傾向・特徴の裁判の並存

　労組法上の労働者性に関する最高裁判決は、原

審の判断に対する厳しい批判を斟
しん

酌
しゃく

し、労働実態

を的確に捉え、学界の通説的な見解を採用し、妥

当な結論を導いている。ところが、教職員の超勤

手当てや派遣切り、JAL解雇についての判決

（群）は、実態の捉え方の偏り、労働法について

の基礎知識や司法機関としての自覚の欠如等のた

めに、適切な結論を導き得ていない。これほどか

け離れた傾向の裁判を導いたのは何であろうか。

（ ２）　労働裁判を歪める力

　批判の対象とした裁判官達は先に指摘した程度

の道理を理解せず、法解釈をする能力を持ってい

なかったのであろうか。裁判官は世情に疎いとい

われるし、皆が労働法学を学んだとは限らないか

ら、中にはそういう裁判官もいるかもしれない

が、おそらく大半はそうではあるまい。別に、労

働裁判を歪
ゆが

める力が働いていると推測される。

　（ａ）　教職員の超勤手当て問題についていえ

ば、それを時間外労働と認めた場合の影響を想定

して裁判官は萎
い

縮
しゅく

したのではあるまいか。当該事

件における請求額は僅かでも、それは全国の公立

学校教職員100万人すべてに支払うべきものとな

るから、超勤の実態からすると概算で年間２兆円

程度の予算計上を全国の自治体に命じることにな

る。そのことへの怯
ひる

みが、誰が聞いても失笑する
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か呆
あき

れる「労働」論を思いつかせたのではあるま

いか。

　（ｂ）　偽装業務請負（労働者供給事業）や違法

派遣の問題については、それを不法行為として損

害賠償を命じる裁判所も当該事件のユーザーと労

働者との黙示の労働契約関係の存在は頑
かたく

なに認め

ようとはしない（29）。派遣切りの問題については労

働法学界でも見解が分かれていることも一因であ

ろうが、それ以上に、端的に言って、日経連の

『新時代の「日本的経営」』に象徴される、財界の

基本的労務政策への配慮ないしその政策に逆らう

ことへの萎縮が大きな要因となっているように考

えられる。

　財界は、有期雇用ととともに、間接雇用（矛盾

した言葉だが、労働法上の使用者としての責任を

負わないまま、使用者であるかのように直接指揮

命令して就労させること）を雇用調整の便利な安

全弁として、また労働条件を低い水準で据え置く

ための装置（死
し

錘
すい

）として不可欠と位置付けてい

る。偽装請負の是正のためには黙示の労働契約の

存在を確認する必要があると考えながらも、裁判

所の判断という実社会に決定的影響力を持つ形で

判決を書いた場合の、それも被告企業だけでなく

企業全体や日本経済に与える影響、波及効果の大

きさに自ら竦
すく

み、あえてそれに抗
あがら

うことには躊
ちゅう

躇
ちょ

しているのではないであろうか。

　裁判官は三権分立の下で法律についての有権的

解釈をする役割を担っている。その客観的位置に

ついての自覚は、逆に、自ら下そうとする判決の

現実的な効果・影響を想定した場合に、時には、

無理な論理を使ってそれを回避しようとするまで

の萎縮や怯みを生み出しかねない。仮に、裁判官

会同のような裁判官の ｢研究会」が開かれ、一定

の方向性が示されれば、疑問を捨ててそれに従い

かねない。

　（ｃ）　JAL ２判決の裁判官は、法律家として

冷静に整理解雇の背景や経緯を観察することがで

きず、日本の代表的航空会社の破綻－会社更生法

による再建という事態に幻惑され、JALの再建

といういわば国家的事業にひたすら追随したので

はあるまいか。

（ ３）　労働裁判を正す力

　そのような大きな威圧に抗して、学界の評価に

値するまともな法解釈をとり、実際の判決を書く

のは、最終的には個々の裁判官の見識と良心に俟
ま

つ以外にない。だが、その背中を押すのは世論で

ある。裁判官に、自分の判断は社会的に支持され

ると感得させ、判決の効果・影響を想定しつつも

畏
い

怖
ふ

や怯みを乗り越えさせる世論が必要であり、

その世論を形成するには労働組合の積極的な取り

組みが不可欠である。

  ４ ．労使紛争と労働組合への期待

（ １）　団体交渉による紛争解決

　近年の裁判では個別的労働事件が多く、訴訟当

事者は個人の労働者である。その訴訟当事者と

なった労働者を支援するのは周辺の労働者が作っ

た支援団体であることが多く、労働組合が組織を

挙げて支援するケースは必ずしも多くはない。

　個別的紛争であっても、労働組合が団体交渉の

議題として取り上げ、解決することが可能であ

り、またそれが労働法が想定する労働事件解決の

基本的在り方である。一つのモデルが東映アニ
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メ・千
ち

田
だ

事件である。アニメの背景を描くフリー

契約の有期契約労働者が期間満了時の契約解消を

予告され、労働組合の支援を得て裁判を提起する

一方、団体交渉を行い、判決を待たず和解によっ

て解決した。和解であるから当事者の合意によっ

て内容を自由に決定し得る。本件の場合、会社は

千田氏をそれまで委託契約による独立事業者扱い

していたが、交渉の結果、フリー契約の更新では

なく、会社も労働者として認める契約労働者とし

ての職場復帰を認めることで合意が成立した（30）。

　派遣切り事件の中には、黙示の労働契約関係存

在確認の裁判を提起しながら、和解によって金銭

解決する例もある。偽装請負、違法派遣の問題点

を確認した上でのことであるから、一応の勝利解

決といって差し支えないが、ユーザーの従業員が

組織する労働組合の参加があれば、職場復帰を達

成し得たのではないか、という憾
うら

みは残るのであ

る。

（ ２）　労働組合への期待

　派遣法改正や労働契約法改正といった動きもあ

り、労働組合としてもその内容を良く学ぶ必要が

ある。企業はそういったことを専門に担当する部

署を設け、日頃から学習している。理論的にも対

抗し得るだけの学習をし、運動方針に位置づけ、

法改正への積極的働きかけをするなど、労働組合

にとっては日常的な活動だけでも多忙であろう。

とはいっても、やはり、裁判闘争への独自の取り

組みは充分とは言えないのではないか。

　非正規労働者が増加傾向にあるが、それは財界

の労務政策の重要な一環との位置付けが背景にあ

る。それに抗し、派遣切りや有期契約解除など、

非正規労働者が個人として提起している裁判も多

い。だが、支援活動を含め、労働組合に寄せられ

る期待にはまだ応え得てはいないように思われ

る。個々の裁判への直接の支援もあり得るし、間

接的ではあるが、たとえば非正規労働者権利実現

会議（代表・脇田滋龍谷大学教授）や非正規ネッ

ト（事務局長・村田浩司弁護士）の活動への積極

的参加を期待したい。

（注）
（１）　性差別で兼松事件・東京高判平20.1.31労働判例959
号、思想差別で東京電力（神奈川）事件・横浜地判平6．
11．15労働判例667号、関西電力事件・最３小判平7.9.5労
働判例680号、超勤手当てについてマクドナルド事件・東
京地判平20.1.28労働判例953号、過労自殺で電通事件・最
２小判平12.3.24労働判例779号等。
（２）　INAXメンテナンス事件・東京高判平21.9.16労働
判例989号。「法的な使用従属関係」という言葉の使用は
法概念についての無理解を示す、萬井「労働法における
『労働者』とは何か」月刊全労連174号参照。
（３）　INAXメンテナンス事件・最３小判平23.4.12労働
判例1026号32 ～ 33頁。
（４）　ビクターサービスエンジニアリング事件・最３小
判平24.2.21労働判例1043号。
（５）　新国立劇場（団交拒否）事件・東京高判平19.5.16
労働判例944号52頁。　
（６）　新国立劇場（団交拒否）事件・最３小判平23.4.12
労働判例1026号12 ～ 13頁。
（７）　西谷敏「ゆきすぎた形式主義に歯止めをかけた判
決」、野田進「労働者性に関する最高裁二判決」など労働
法律旬報1745号掲載特集諸稿、菅野和夫「業務委託契約
の労働者性」ジュリスト1426号ほか。
（８）　新国立劇場（契約更新拒否）事件・東京高判平
19.5.16労働判例944号52頁。
（９）　前掲注（６）労働判例1026号13頁。
（10）　前掲注（６）菅野・ジュリスト1426号６頁、萬井
「業務委託契約における受託者の労働者性」季刊労働法
237号57頁。
（11）　愛知県大府市事件・名古屋地判平11.10.29判例タイ
ムズ1055号142頁、北海道教組事件・札幌高判平19.9.27
（判例集未掲載）。
（12）　萬井「公立学校教師の時間外労働とそれに対する
手当ての不払い」労働法律旬報1662号参照。
（13）　萬井「労務提供に関わる三者間関係の概念につい
て」学会誌労働法114号。
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（14）　安田病院事件・大阪高判平10.2.28労働判例744号、
最３小判平10.9.8労働判例745号。
（15）　JR西日本事件・大阪地判平13.3.9労働判例869号、
伊予銀行事件・最２小決平21.3.27労働判例991号、一橋出
版事件・東京高判平18.6.29労働判例921号、松下 PDP事
件・大阪地判平19.4.24労働判例941号など。
（16）　松下 PDP事件・最２小判平21.12.18労働判例993
号。
（17）　NTT（多重請負）事件・京都地判平22.3.23労働経
済判例速報2072号22 ～ 23頁。
（18）　パナソニックエコシステムズ事件・名古屋地判平
23.4.28労働判例1032号47頁。クボタ事件・大阪地判平
23.10.31労働経済判例速報2129号3頁も同様である。
（19）　NTT（多重請負）事件・大阪高判平23.2.17労働法
律旬報1759 ＋ 60号115頁。
（20）　NTT西日本AP事件・大阪地判平22.12.27判例タ
イムズ1349号118頁。
（21）　萬井「〔労働法の課題〕概念の明確化」労働法律旬
報1711+1172号19頁。
（22）　日本化薬事件・神戸地姫路支判平23.1.19労働判例
1029号84頁。

よろい　たかよし　1943年生まれ。龍谷大学名
誉教授。龍谷大学副学長、法科大学院長などを歴
任。現在、民主法律協会会長、労働運動総合研究所
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